
教職大学院設置計画履行状況等調査の結果等について

（平成２４年度）

１．調査の目的等

設置計画履行状況等調査（以下、「アフターケア」という。）は、各教職大学院の教育水準の維持

・向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的として、文部科学省令（※１参照）及び告

示（※２参照）に基づき、文部科学省が、設置認可後、当該認可時における留意事項（設置基準の

要件は満たしているが、一層の改善・充実が必要と認められた事項）、学生の入学状況、教育課程

の編成・運営状況、教員組織の整備状況その他の設置計画の履行状況について、各教職大学院から

報告を求め、書面、面接又は実地により調査するものである。

２．実施体制及び実施方法

大学設置・学校法人審議会大学設置分科会では、アフターケアについて、運営委員会の下に「設

置計画履行状況等調査委員会」を設置し、所要の調査審議を行っているが、教職大学院については、

新たな教員養成の中核を担うものであるという制度の特質を踏まえ、特に専門的な調査審議を行う

必要があることから、「教職大学院特別審査会」（別紙１）に付託し、調査に当たっている。

教職大学院特別審査会では、昨年度のアフターケアで留意事項が付された教職大学院（１件）（別

紙２）を対象として書面調査を実施した。

書面調査は、大学から提出された「設置計画履行状況報告書」及びこれを裏付ける詳細な「補足

説明資料」に基づき実施し、書面調査の結果、大学からの追加の説明聴取が必要であると判断し、

実地調査を実施した。実地調査は、大学からの説明聴取、学生インタビュー及び教育委員会インタ

ビューを実施した。

３．総合所見

調査対象となった教職大学院については、高度な実践力・応用力を有する教員を養成する専門職

大学院として、設置の趣旨・計画に沿って多様な取組が行われていることが確認できた。また、昨

年度のアフターケアにおいて付された留意事項に対しても、教育委員会との連携を強化し、教育課

程や教育方法などに関して教育委員会の要望・意見等を踏まえた改善を図る取組を進めるなど、適

切に対応する努力が払われており、一定の改善が確認できたことから、本年度は留意事項を付さな

いこととした。

今後、各教職大学院において、これまでの取組の成果と課題を検証するとともに、学部や既存の

大学院においても、その成果を踏まえ、教育委員会・学校現場等と連携しつつ、理論と実践が融合

した新しい教育方法の実施・実習の充実などの教育内容の見直しや、大学教員の質の向上などを図

ることで、教員養成課程全体の改革を図っていくことが期待されている。

４．今後の取組

教職大学院の認証評価を行う認証評価機関との有機的な連携を図るべく、これまでと同様、本調

査の結果を認証評価機関に送付することとしている。
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※１ 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（抄）

（平成１９年３月３０日 文部科学省令第１０号）

第１４条 文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、

認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求

め、又は調査を行うことができる。

※２ 文部科学省告示第５０号（抄）

大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第３３条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合

の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について次のように定める。

平成１５年３月３１日

（１・２略）

３ 文部科学大臣は、大学院等の設置又は課程の変更を認可した後、当該認可時における留意事項、授業科目

の開設状況、教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め、必要に応じ、書類、面

接又は実地により調査することができるものとする。

※３ 学校教育法第１０９条（抄）

（１・２略）

３ 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照ら

し、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、

認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評

価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じていると

きは、この限りでない。
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（別紙１）

◎･･･主査　　○･･･主査代理

○ 勝
かつ

　悦子
えつこ

小林
こばやし

　雅之
まさゆき

◎ 村山
むらやま

　紀昭
のりあき

渋谷
しぶや

　英章
ひであき

高岡
たかおか

　信也
のぶや

長野
ながの

　正
ただし

早川
はやかわ

　三根夫
み ね お

松木
まつき

　健一
けんいち

岐阜市教育委員会教育長

玉川大学教育学部長，教育学研究科長，教授

福井大学大学院教育学研究科教職開発専攻長，教授

大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会）

教職大学院特別審査会委員 委員名簿

東京大学大学総合教育研究センター教授

独立行政法人教員研修センター　理事

【委　　員】

【特別委員】

【専門委員】

北海道教育大学名誉教授

明治大学副学長

東京学芸大学教育学部 教授
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区　分
設置
年度

研究科・専攻名 位　　置

人

1 私立 21 教職研究科　教職実践専攻 15 千葉県

合　計 15１大学

聖徳大学大学院

教職大学院設置計画履行状況等調査の対象校一覧（平成２４年度）

（別紙２）

入学定員大　学　院　名
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